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守る会ホームページ！！ http://shirakawa-go.com/˜ogimachi

白川郷荻町集落の自然環境を守る会 発行 令和３年 ６月号

守る会設立５０周年記念事業に向けて！！
本年は、守る会設立５０周年を迎える節目の１年。昨年より役員会や定例会で話題にあげ、５０周

年記念事業のあり方ついて話し合いを進めてきました。しかし、世の中は新型コロナウイルス感染症

が猛威を振るい、お祭りや人々の集いが制限される生活が続いています。その中で、住民の安全に配

慮し意義ある５０周年事業を実施する方策を考え、５月定例会にて次の取り組みを行うことを決定し

ましたので、以下にお知らせいたします。

○その１ 守る会設立５０周年記念誌の制作・発刊！！
・これまでに発刊した冊子や会報紙「ねそ」を紐解

きながら、これまでの５０年を振り返り、先人先

輩方や住民の取り組みを記録に残します。

・しっかり記録に残すことが、守る会５０年の歴史

を認識し次代につなげることに。

・冊子の制作過程そのものが、多世代が一緒に荻町

を考える機会に。加えて、次代を担う子どもたち

も参画できる機会にしたいと考えています。

・それが次なる５０年につながるメッセージに。

・内容の詳細は企画段階ですので、皆さんの想いや

ご意見を、ぜひ守る会にお寄せください。

○その２ 里山や茅の環境整備！！
・自然環境の保全をテーマに、林化した集落北側の休耕地を整備活用し、里山植林の苗木や茅場

の造成、茅の質向上に向けた実証への取り組みをはじめます。

・コロナ禍に配慮し、役割分担しながら休耕地の整備や準備を進めます。

・５０周年を契機に、今年度のみの事業でなく、未来につながる取り組みをスタートします。

なお、コロナ禍での住民の安全を第一に考え、今年度は記念式典や懇親会は実施しないこととしま

した。それに代わり上記２点に力を注ぎます。５年後には伝建５０周年、９年後には世界遺産３０周

年が控えています。コロナが収束する日は必ずやってきます。その時に住民皆さんで祝い集いましょ

う。そのためにも、今年度は「守る会設立５０年をみつめ、次なる５０年へつなげる」１年にしてい

きたいと考えています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 ［文責：尾崎・和田］
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毎年恒例、景観基準勉強会を開催！！・・・・・５月の定例会にて、教育委員会松本
氏を講師に見出しの会が開催されました。今年はzoom（オンライン）開催となりましたが、個々の

画面で共通のスライドを確認しながらの参加は、とてもわかりやすかったです。

今回のポイントは、ここ数年よく話題に出てくる舗装についての考え方の再確認でありましたが、

景観基準についての説明に留まらず、なぜ基準を設

ける必要があったのかといった荻町地区が歩んでき

た歴史についてもお話があり、改めて守る会の存在

意義や定例会の大切さを感じると共に、私たちが守

っていくべきものは何なのか考える時間になったよ

うに思います。

景観基準については、理解しているつもりでも、

実際に現状変更申請と向き合うと判断が難しいこと

も多く、スムーズに議論が進まないこともしばしば

です。まずは住民ひとりひとりが景観基準を正しく

知り、想像力を働かせながら、時代や暮らしの変化

に合わせて柔軟に対応していくことが求められている ［景観基準の冊子、必要な方は教育委員会へ］

のではないでしょうか。

「景観保存基準」の冊子は既に

荻町区の各世帯へ配付されていま

すが、世帯分離等の事情で新たに

必要な方は、教育委員会へご連絡

ください。 ［文責：福田］

［景観保存基準について示されている］

守る会活動スローガン ～ 守 る・くらす・つなぐ ～
①守 る：住民憲章を基盤とした、世界遺産である合掌家屋と農山村の景観保全

②くらす：結の精神が根ざした共同体と、景観に調和した豊かな住民生活の向上

③つなぐ：故郷から学び、国内外の交流から学び、未来への継承者を育成

＝５月の活動報告 ＝ 5月 6日 集落北側休耕地整備作業（役員有志）

5月 1日 集落北側休耕地整備作業（役員有志） 5月 7日 集落北側休耕地整備作業（役員有志）

5月 2日 集落北側休耕地整備作業（役員有志） 5月 10日 ５月定例会＠ＺＯＯＭ

5月 3日 集落北側休耕地整備作業（役員有志） 5月 11日 ねそ５月号発行

5月 4日 集落北側休耕地整備作業（役員有志） ※７月の定例会は９日(金)を予定しています。

☆6月の協議事項（現状変更申請に関わって）☆
＊＊＊＊・・・舗装（継続審議分） ＊＊＊＊・・・道路側溝入れ替えに伴う石垣掘削 ＊＊＊＊・・・庭木の伐採

白 川 村・・・であい橋歩道橋舗装復旧工事 ＊＊＊＊・・・南側落屋葺き替え ＊＊＊＊・・・板壁塗装

＊＊＊＊・・・渡り廊下の戸を取替え ＊＊＊＊・・・旧車庫跡物置小屋設置


